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交
通
遺
児
援
護
金
を
支
給
し
ま
す

　

市
で
は
、
交
通
事
故
に
よ
っ
て
父
ま
た

は
母
を
失
っ
た
交
通
遺
児
の
保
護
者
に
援

護
金
を
支
給
し
ま
す
。

対
象　

平
成
26
年
１
月
１
日
時
点
で
、
義

　

務
教
育
終
了
前
の
本
市
に
住
所
を
有
す

　

る
交
通
遺
児
の
保
護
者
の
か
た

申
込
期
間　

12
月
２
日
㈪
〜
平
成
26
年
１

　

月
31
日
㈮

援
護
金　

年
額
１
万
５
０
０
０
円

問
ま
ち
づ
く
り
支
援
課
☎
51
６
７
７
７

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

　

12
月
２
日
に
登
録
し
た
市
選
挙
人
名
簿

の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

縦
覧
期
間　

12
月
３
日
㈫
〜
７
日
㈯

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

縦
覧
場
所　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　

☎
51
６
７
７
８

事
務
事
業
点
検･

評
価
結
果
を
公
表
し
ま
す

　

平
成
24
年
度
の
市
教
育
委
員
会
の
事
務

事
業
点
検･

評
価
を
行
い
ま
し
た
。
報
告

書
は
、
公
民
館
、
市
民
図
書
館
に
備
え
付

け
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し

て
い
ま
す
。

問
教
育
総
務
課
☎
72
２
３
０
５

消
費
税
改
正
に
伴
う
お
知
ら
せ

　

平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
の
税
率
が
８
％
に
引
き
上

げ
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
総
額
表
示
義
務
に
つ
い
て
、
税

込
価
格
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
な
い
た
め
の

措
置
を
講
じ
て
い
れ
ば
、
税
込
価
格
に
よ

る
表
示
を
し
な
く
て
も
よ
い
と
す
る
特
例

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

表
示
例　

１
０
０
円
（
税
抜
き
）

※
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

　

覧
く
だ
さ
い
。

問
十
和
田
税
務
署
☎
㉓
３
１
５
１

工
業
統
計
調
査
の
お
知
ら
せ

　

平
成
25
年
工
業
統
計
調
査
を
12
月
31
日

時
点
で
実
施
し
ま
す
。

　

調
査
の
結
果
は
中
小
企
業

施
策
や
地
域
振
興
な
ど
、

国
お
よ
び
地
域
行
政
施
策
の
た
め
の
基
礎

資
料
と
し
て
利
活
用
さ
れ
ま
す
。
調
査
対

象
の
事
業
所
に
は
、
調
査
員
が
伺
い
ま
す

の
で
ご
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
政
策
財
政
課
☎
51
６
７
１
１

3

災
害
時
要
援
護
者
名
簿
に
登
録
を

　

市
で
は
、
災
害
の
と
き
自
力
に
よ
る
避

難
が
困
難
で
、
支
援
を
必
要
と
す
る
お
年

寄
り
や
障
害
者
な
ど
を
、
地
域
で
支
え
る

た
め
に
、
災
害
時
要
援
護
者
名
簿
へ
の
登

録
を
勧
め
て
い
ま
す
。
登
録
を
希
望
す
る

か
た
は
、
市
役
所
へ
申
請
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
福
祉
課
☎
51
６
７
１
８

　

高
齢
介
護
課
☎
51
６
７
２
０

平
成
25
年
10
月
分
か
ら
年
金
額
が
改
定
さ

れ
ま
し
た

　

平
成
24
年
の
法
律
改
正
に
よ
り
、
平
成

25
年
10
月
分
以
降
の
年
金
額
は
、
９
月
ま

で
の
額
に
比
べ
減
額
と
な
り
ま
す
。

※
厚
生
年
金
な
ど
の
改
定
に
つ
い
て
は
、

　

個
々
に
よ
り
違
い
ま
す
。
改
定
通
知
書

　

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
八
戸
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　

☎
０
１
７
８
・
４
３
・
７
３
６
８

年金の種類 平成 25年
10 月以降

平成 25 年
９月まで

老齢基礎年金（満額） 778,500 円 786,500 円

障害基礎年金（１級） 973,100 円 983,100 円

障害基礎年金（２級） 778,500 円 786,500 円

遺族基礎年金 778,500 円 786,500 円

■主な年金の改定額

※改定後の年金は 12 月振り込み分（10・
　11 月分）からとなります。金額は 12 月
　４日以降に郵送される「年金額改定通
　知書」でお知らせします。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
の
皆
さ
ま
へ

■
整
骨
院
や
接
骨
院
な
ど
で
は
保
険
証
を

　

使
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

　

医
師
や
柔
道
整
復
師
が
骨
折
、
脱
臼
、

打
撲
、
捻
挫
、
挫
傷
（
肉
離
れ
）
な
ど
と

診
断
ま
た
は
判
断
し
た
と
き
は
使
え
ま
す

が
、
疲
労
性
・
慢
性
的
な
要
因
に
よ
る
肩

こ
り
や
筋
肉
疲
労
な
ど
で
は
使
え
ま
せ

ん
。
施
術
時
に
は
負
傷
の
原
因
を
正
確
に

き
ち
ん
と
伝
え
、
領
収
書
を
受
け
取
り
大

切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

問
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

☎
０
１
７
・
７
２
１
・
３
８
２
１

■
健
康
づ
く
り
の
た
め
に
健
康
診
査
を
受

　

け
ま
し
ょ
う

　

１
年
に
１
回
無
料
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

生
活
習
慣
病
で
治
療
中
の
か
た
も
受
診

　

で
き
ま
す
（
が
ん
検
診
は
一
部
有
料
）。

▼
集
団
健
診　

12
月
２
日
㈪
〜
６
日
㈮
、

　

８
日
㈰
ま
で

▼
個
別
健
診　

平
成
26
年
１
月
31
日
㈮
ま

　

で
問
健
康
増
進
課
☎
51
６
７
９
０

■
保
険
料
は
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

納
期
限
ま
で
に
保
険
料
を
納
め
な
い
と

督
促
料
や
延
滞
金
を
支
払
う
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
病
院
な
ど
で
医
療
費
を
全

額
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。

　

納
期
限
ま
で
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
は
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
国
民
健
康
保
険
課
☎
51
６
７
５
２


